
                                     （別紙） 
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ほのぼのケアセンター 指定居宅介護支援料金表 

 

 

（ 1 ）利用料（ケアプラン作成料） 

要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担

はありません。但し、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月に

つき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行い

たします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻しを受

けられます。 

 

  （居宅介護支援利用料（基本報酬）／月） 

介護支援専門員取扱件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

４５件未満 １０，８６０円  １４，１１０円  

４５件以上６０件未満 ５，４４０円  ７，０４０円  

６０件以上 ３，２６０円  ４，２２０円  

   ＊当事業所は、厚生労働大臣の定めにより特別地域居宅介護支援加算として、 

上記基本報酬の 15％が加算されます。 

 

特定事業所加算（Ⅰ） ５，１９０円／月 

特定事業所加算（Ⅱ） ４，２１０円／月 

特定事業所加算（Ⅲ） ３，２３０円／月 

特定事業所加算（Ａ） １，１４０円／月 

 

初回加算 ３，０００円／月 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２，５００円／月 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２，０００円／月 

通院時情報連携加算   ５００円／月 

ターミナルケアマネジメント加算※ ４，０００円／月 

特定事業所医療介護連携加算 １，２５０円／月 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，０００円／回 

 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ４，５００円／回 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６，０００円／回 

退院・退所加算（Ⅱ）イ ６，０００円／回 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７，５００円／回 

退院・退所加算（Ⅲ） ９，０００円／回 

※在宅で死亡した利用者様に対して、死亡日及び死亡日前14日以内に 

2日以上居宅を訪問し、利用者様の心身の状況等の確認を行った場合 
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（ ２ ）交通費 

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。通常の事業の実施地域を超えて行

う居宅介護支援を提供する際は、その交通費の実費を徴収します。なお、自動車を使用

した場合の交通費は次の額を徴収します。 

◎ 事業所からの距離（㎞）× 20円（税込） 

 

 

（ ３ ）解約料 

   契約を解約する場合の解約料は不要です。 

 


